
総務省　平成28年の地方からの提案等に関する対応方針に対するフォローアップ状況

団体名 支障事例

―302 Ｂ　地方に対
する規制緩和

土地利用（農地
除く）

半島振興計画に
係る主務大臣の
協議、同意の廃
止

都道府県が半島振興計
画を作成する際には、あ
らかじめ主務大臣へ協
議し同意を得ることとさ
れているが、半島振興計
画の作成に関して主務
大臣が都道府県に変更
を求めることができるこ
ととした上で、計画策定
後の主務大臣への提出
制度に改める。

【現状】
半島振興法第３条によると、「都道府県は、半島振興計画を作成し
なければならない。この場合においては、あらかじめ、主務大臣に
協議し、その同意を得なければならない。」と定められている。
なお、同様の趣旨で制定されている山村振興法に基づき県が策
定する山村振興基本方針では、都道府県が方針策定後に主務大
臣に提出し、主務大臣による都道府県への勧告が可能であること
から、主務大臣への同意協議は行われていない。

【具体的な支障事例】
半島振興計画の作成において、主務大臣への協議（事前協議を
含む）及び同意を得るために多大な時間と労力を要している。（本
県のH27計画策定時には、事前協議を含めて国協議に約７か月を
要している）

同意協議を廃止することにより、事務の簡素化による
負担軽減が図られるとともに、半島振興計画に基づく
事業実施や国の支援を受けることによる事業効果の
早期発現（地域の自立的発展、地域住民の生活安
定・福祉向上や、定住促進等）が期待できる。

半島振興法第３条第
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山口県提案分 北海道 ○半島振興計画の作成において、主務大臣への協議（事前協議を含む）
及び同意を得るために、多大な時間と労力を要している。（H27計画策定時
には、事前協議を含めて国協議に約７か月を要している。また、都道府県
は出先機関である総合振興局・振興局を通じての作業となるため、計画策
定のための市町村の作業時間や、書類のやりとりに時間がかかる。）
○半島振興計画の作成において、主務大臣への協議（事前確認を含む）
及び同意を得るために多大な時間と労力を要している。（H27計画策定時
には、事前確認を含めて国協議に約７か月を要した。）

　貴県が指摘している「多大な時間と労力」の具体的な内容について、内閣府
地方分権改革推進室に情報提供を依頼したところ、同室から、提案団体の提
出した半島振興計画案に対する国からの意見については、その都度、関係４
市町に意見照会・確認した上で関係各課による確認を行っており時間と労力
を要したこと、また、作業スケジュールについて、１回目の計画案の提出から
最終提出までに４か月以上を要し、さらに、最終提出から同意までに３か月を
要した旨、御回答を頂いた。
　半島振興計画とは、国と関係地方公共団体とが密接な連携の下、半島振興
対策実施地域における将来的な交通施設の整備、産業の振興等の半島振興
施策の方向性を定めるものである。
　半島振興法上、国は、半島振興計画に基づき必要な措置を講ずることとさ
れていることから、半島振興計画の実効性を高め、より適切な計画となるよ
う、計画策定段階における主務大臣への協議・同意をお願いしているところで
ある。
　貴県からは、「主務大臣への協議（事前確認を含む）及び同意を得るため
に、多大な時間と労力を要している。」との御意見を頂いているが、今般の半
島振興計画の策定手続において、国からの指摘は、事実誤認や誤字の指摘
等のみであるため、御指摘の「多大な時間と労力を要し」たものとは考えてい
ない。
　なお、国土交通省は、貴県を含む関係22道府県からの全23計画案の提出を
受け、半島振興法第３条第２項に基づき関係行政機関の長に協議するととも
に、国土審議会の意見を聴かなければならないこととされており、関係道府県
との協議等に一定の期間を要することはやむを得ないと考えている。今般の
協議等においては、関係道府県に短期間での回答等の提出を求めることとな
らないよう配慮し、早い段階で調整を開始する余裕を持ったスケジュールで作
業を進めてきたところである。

　半島振興計画の作成に当たっては、国からの通知（「半島振興法の一部
改正に伴う半島振興計画作成指針の制定について」（平成27年4月１日付
け））に基づき作成していることから、計画は国の半島振興施策と同一の方
向性となっている。
　地方の自主性等を確保し、行政改革による事務改善の観点からも、山村
振興基本方針と同様に国の同意を廃止し、提出制度に改めることを求め
る。
　なお、協議が廃止できない場合であっても、計画案の修正・追加等はそ
の都度関係庁内各課との意見調整や市町への事前協議が必要であること
から、一次から三次まである計画案の提出を一度にする等の簡素化を願
いたい。

―― 北海
道、長
崎県

○半島振興計画の作成において、主務大臣への協議（事前確認を含む）
及び同意を得るために、多大な時間と労力を要している。（H27計画策定時
にも、事前確認を含めて国協議に約７か月を要している。また、都道府県
は出先機関である総合振興局・振興局を通じての作業となるため、計画策
定のための市町村の作業時間や、書類のやりとりに時間がかかる。）
○同意手続きが廃止され、報告のみとなれば、手続きの迅速化や事務的
負担の軽減が見込まれる。国による支援が担保される前提であれば、反
対するものではなく制度改正の必要性はあるものと考える。
○半島振興計画の作成において、主務大臣への協議（事前確認を含む）
及び同意を得るために多大な時間と労力を要している。（H27計画策定時
には、事前確認を含めて国協議に約７か月を要した。）

　貴県が指摘している「多大な時間と労力」の具体的な内容について、内閣府
地方分権改革推進室に情報提供を依頼したところ、同室から、提案団体の提
出した半島振興計画案に対する国からの意見については、その都度、関係４
市町に意見照会・確認した上で関係各課による確認を行っており時間と労力
を要したこと、また、作業スケジュールについて、１回目の計画案の提出から
最終提出までに４か月以上を要し、さらに、最終提出から同意までに３か月を
要した旨、御回答を頂いた。
　半島振興計画とは、国と関係地方公共団体とが密接な連携の下、半島振興
対策実施地域における将来的な交通施設の整備、産業の振興等の半島振興
施策の方向性を定めるものである。
　半島振興法上、国は、半島振興計画に基づき必要な措置を講ずることとさ
れていることから、半島振興計画の実効性を高め、より適切な計画となるよ
う、計画策定段階における主務大臣への協議・同意をお願いしているところで
ある。
　貴県からは、「主務大臣への協議（事前確認を含む）及び同意を得るため
に、多大な時間と労力を要している。」との御意見を頂いているが、今般の半
島振興計画の策定手続において、国からの指摘は、事実誤認や誤字の指摘
等のみであるため、御指摘の「多大な時間と労力を要し」たものとは考えてい
ない。
　なお、国土交通省は、貴県を含む関係22道府県からの全23計画案の提出を
受け、半島振興法第３条第２項に基づき関係行政機関の長に協議するととも
に、国土審議会の意見を聴かなければならないこととされており、関係道府県
との協議等に一定の期間を要することはやむを得ないと考えている。今般の
協議等においては、関係道府県に短期間での回答等の提出を求めることとな
らないよう配慮し、早い段階で調整を開始する余裕を持ったスケジュールで作
業を進めてきたところである。

　半島振興計画の作成に当たっては、国からの通知（「半島振興法の一部
改正に伴う半島振興計画作成指針の制定について」（平成27年4月１日付
け））に基づき作成していることから、計画は国の半島振興施策と同一の方
向性となっている。
　地方の自主性等を確保し、行政改革による事務改善の観点からも、山村
振興基本方針と同様に国の同意を廃止し、提出制度に改めることを求め
る。
　なお、協議が廃止できない場合であっても、計画案の修正・追加等はそ
の都度関係庁内各課との意見調整や市町への事前協議が必要であること
から、一次から三次まである計画案の提出を一度にする等の簡素化を願
いたい。

【現状】
半島振興法第３条によると、「都道府県は、半島振興計画を作成し
なければならない。この場合においては、あらかじめ、主務大臣に
協議し、その同意を得なければならない。」と定められている。
なお、同様の趣旨で制定されている山村振興法に基づき県が策
定する山村振興基本方針では、都道府県が方針策定後に主務大
臣に提出し、主務大臣による都道府県への勧告が可能であること
から、主務大臣への同意協議は行われていない。

【具体的な支障事例】
半島振興計画の作成において、主務大臣への協議（事前確認を
含む）及び同意を得るために多大な時間と労力を要している。（本
県のH27計画策定時には、事前確認を含めて国協議に約７か月を
要している）

同意協議を廃止することにより、事務の簡素化による
負担軽減が図られるとともに、半島振興計画に基づく
事業実施や国の支援を受けることによる事業効果の
早期発現（地域の自立的発展、地域住民の生活安
定・福祉向上や、定住促進等）が期待できる。
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134 Ｂ　地方に対
する規制緩和

土地利用（農地
除く）

半島振興計画に
係る主務大臣の
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止

都道府県が半島振興計
画を作成する際には、あ
らかじめ主務大臣へ協
議し同意を得ることとさ
れているが、半島振興計
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を求めることができるこ
ととした上で、計画策定
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制度に改める。
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各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの見解提案区分

管理
番号

区分

提案事項
（事項名）

分野
求める措置の具体的内容 具体的な支障事例

制度改正による効果
（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等）

その他
(特記事項)

根拠法令等 団体名制度の所管・関係府省庁 各府省からの第１次回答
＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞



次回の半島振興計画策定時に
具体的措置内容について検討。

○一次回答のとおり、半島振興法上、国は、半島振興計画に基づき必要な
措置を講ずることとされていることから、半島振興計画の実効性を高め、よ
り適切な計画となるよう、計画策定段階における主務大臣への協議・同意
をお願いしているところである。

○貴県の見解のとおり、半島振興計画の作成に当たっては、国・道府県の
双方の事務手続きの簡素化のために、国の半島振興施策と半島振興計画
とが同一の方向性となるよう計画の作成作業の前に通知文を発出してい
る。

○今般の半島振興計画の策定手続における国から貴県への指摘は、事実
誤認や誤字の指摘等のみであり、方向性はもとより地方の自主性等を妨
げるものでもないと考えている。

○なお、当省としても地方の負担はできる限り減らすよう対処してきたとこ
ろであるが、御提案の主旨を踏まえ、計画案の提出を一度にすることを原
則とする等、次回の半島振興計画策定時においても、引き続き事務簡素化
について検討してまいる所存。

６【総務省】
（６）半島振興法（昭60法63）
半島振興計画（３条）の策定に係る事務については、事前調整における都
道府県の事務負担の軽減を図るため、これまで複数回にわたり行ってきた
計画案の調整を１回とすることを原則とするとともに、事前調整における留
意事項等について都道府県への情報提供を行うなど、事務の簡素化に資
する措置を次回の半島振興計画策定時に講ずる。
（関係府省：文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交
通省及び環境省）

通知等 次回の半島振興計画
策定時

事務負担軽減のため、これまで複数回にわたり行ってきた計画案の調整を１回とすること
を原則とするとともに、事前調整における留意事項等について都道府県への情報提供を
行う。

【北海道】
現行法における事前協議の趣旨については理解するが、H27の半島振興
計画の協議においては、協議に７ヶ月もの長期間を要していること、また、
協議に係る国からの指摘は、軽微な変更によるものであったことから、事
務簡素化に向けて引き続き検討を願いたい。

― ―

次回の半島振興計画策定時に
具体的措置内容について検討。

○一次回答のとおり、半島振興法上、国は、半島振興計画に基づき必要な
措置を講ずることとされていることから、半島振興計画の実効性を高め、よ
り適切な計画となるよう、計画策定段階における主務大臣への協議・同意
をお願いしているところである。

○貴県の見解のとおり、半島振興計画の作成に当たっては、国・道府県の
双方の事務手続きの簡素化のために、国の半島振興施策と半島振興計画
とが同一の方向性となるよう計画の作成作業の前に通知文を発出してい
る。

○今般の半島振興計画の策定手続における国から貴県への指摘は、事実
誤認や誤字の指摘等のみであり、方向性はもとより地方の自主性等を妨
げるものでもないと考えている。

○なお、当省としても地方の負担はできる限り減らすよう対処してきたとこ
ろであるが、御提案の主旨を踏まえ、計画案の提出を一度にすることを原
則とする等、次回の半島振興計画策定時においても、引き続き事務簡素化
について検討してまいる所存。

６【総務省】
（６）半島振興法（昭60法63）
半島振興計画（３条）の策定に係る事務については、事前調整における都
道府県の事務負担の軽減を図るため、これまで複数回にわたり行ってきた
計画案の調整を１回とすることを原則とするとともに、事前調整における留
意事項等について都道府県への情報提供を行うなど、事務の簡素化に資
する措置を次回の半島振興計画策定時に講ずる。
（関係府省：文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交
通省及び環境省）

通知等 次回の半島振興計画
策定時

事務負担軽減のため、これまで複数回にわたり行ってきた計画案の調整を１回とすること
を原則とするとともに、事前調整における留意事項等について都道府県への情報提供を
行う。

【北海道】
現行法における事前協議の趣旨については理解するが、H27の半島振興
計画の協議においては、協議に７ヶ月もの長期間を要していること、また、
協議に係る国からの指摘は、軽微な変更によるものであったことから、事
務簡素化に向けて引き続き検討を願いたい。

― ―

総務省　平成28年の地方からの提案等に関する対応方針に対するフォローアップ状況

提案募集検討専門部会からの主な再検討の視点（重点事項）
これまでの措置（検討）状況

実施（予定）
時期

措置方法
（検討状況）

平成28年の地方からの提案等に関する対応方針（平成28年12月20日閣議決定）記載内容
※提案提出年以降の対応方針に記載があるものは当該対応方針の記載内容を

＜当該対応方針決定年＞として併記
全国知事会・全国市長会・全国町村会からの意見 各府省からの第２次回答

対応方針の措置（検討）状況

今後の予定

各府省からの第１次回答を踏まえた追加共同提案団体からの見解

見解
補足資
料
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